
風俗営業許可申請（法人）について

１ 必要書類

① 許可申請書 … その１、その２ 様式あり
② 営業の方法を記載した書面 … その１、その２ 様式あり

③ 周囲の略図 … 営業所の場所と周囲が分かるもの

④ 営業所の平面図 … 面積やいす、テーブルの位置が分かるもの

⑤ 営業所の照明、音響等の設備が分かる平面図

⑥ 使用承諾書 … 建物の所有者または管理者が記載、営業者が所有者であれば

不要

⑦ 建物の 登記事項証明書（全部事項証明書または所有者証明書）

… 法務局発行、日付・登記官名が入ったもの

⑧ 定款の写し
⑨ 法人の 登記事項証明書（現在事項証明書） … 法務局発行

⑩ 役員の 住民票 … 本籍が記載されているものに限る

⑪ 役員の 身分証明書 … 本籍地の市町村役場で発行

※ 破産宣告の通知を受けていないことの証明

※ 準禁治産者ではないことの記載も要する

⑫ 役員の誓約書 … 欠格事項に該当しないことの誓約書 用紙あり

⑬ 管理者の 住民票 … 役員が兼ねる場合は不要

⑭ 管理者の 身分証明書 … 役員が兼ねる場合は不要
⑮ 管理者の誓約書２種類 … 「欠格事項に該当しないことの誓約書」と「誠実

に業務を行う誓約書」 用紙あり

⑯ 密接な関係を有する法人がある場合は、その名称及び住所、代表者の氏
名を記載した書面 … 用紙あり

※ 申請者が株式会社である場合

⑰ 株主名簿の写し

※ 申請者が法人の風俗営業者である場合

⑱ 持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）である場合は、定款

⑲ 管理者の顔写真２枚 … 縦３㎝、横２．４㎝

申請手数料

① 申請種別

新規 24,000円（同時申請の場合は、２件目以降15,400円）

新規（臨時） 14,000円（同時申請の場合は、２件目以降5,400円）

② 支払い方法

秋田県証紙 もしくは キャッシュレス決済

※ 市町村役場で発行する書類は、できるだけ６ヶ月以内の日付のもの



３ その他

申請書受付時には申請内容について質問、確認の後、申請書の訂正・追加記載を

求めることがありますので、申請者の方がいらしてください。

調査の結果、不適格事項や虚偽の申請が判明した場合は不許可となります。

手数料及び書類の返還はありません。

申請書の確認作業に時間を要します。

窓口で待っていただく時間を軽減するためにも事前の連絡をお願いいたします。



（記載例）

【許可申請書その１】

会社の住所、

社名、代表者

の名前を記載

管理者は役員

が兼務しても
よい

役員を全員記

載する。

欄が足りない

場合は、別紙

を作成する



【許可申請書その２】



【営業の方法】



遊興（不特定の客にカラオケを勧めたり、バンドの生演奏を

聴かせるなど）をさせる場合は最長で午前零時まで



【周囲の略図】

※ 住宅地図のコピーやインターネットから印字したものも可



【許可申請書その２、面積部分】

○ 許可申請書その２（記載例２枚目）

※ 寸法は、内寸（建物の壁から壁までの測定値）
※ 客室面積については、カウンター上も含む



■ 営業所面積記載時の留意事項

申請を行う図面については、営業所全体の床面積、客室面積、トイレ、調理場、

更衣室等の面積をそれぞれ記入願います。

※ 寸法は、内寸（建物の壁から壁までの測定値）
※ カウンター上面も客室面積に含まれます。

○ 営業所全体の床面積は全ての面積の合計になります。

例 全体の床面積 ＝ 客室面積 ＋ 調理場 ＋ トイレ、手洗い場

40.8㎡ 22.08㎡ 14.4㎡ 4.32㎡

○ 申請される図面を元に各面積の計算を行いますので、計算が可能な図面の提出

をお願いします。

数字の判読ができないものや寸法の記入のない図面では計算ができませんの
で、再度提出していただくことになります。

○ 面積を出す際の数式については、全て記入のうえ提出してください。

22.08㎡ ＋ 14.4㎡ ＋ 4.32㎡ ＝ 40.8㎡

○ それぞれの場所については、蛍光ペン等で囲む等して、営業所内の状況がよく

わかるように提出してください。



【許可申請書その２、照明・音響部分】

○ 許可申請書その２

※ 申請書に書いた数と図面に書いた個数が同じ数になるようにする



【イス、テーブルの図面】

※ 高さ１メートルを超えない高さのイスやテーブルにする



【使用承諾書】建物の所有者または管理者から記載してもらう

※ 建物の所有者と管理者が異なる場合（建物を不動産会社に管理を委託している

場合など）で管理者から使用承諾書を記載してもらう場合は、所有者と管理者の

繋がりが分かる資料（賃貸契約書など）も合わせて、提出する



【誓約書・法人用】

※ 定められた様式はないが、警察署で作成したものが上記様式であり警察署で取

得できる



【誓約書・法人の役員用】

※ 役員全員分必要

※ 定められた様式はないが、警察署で作成したものが上記様式であり警察署で取
得できる



【誓約書・管理者用】

※ 定められた様式はないが、警察署で作成したものが上記様式であり警察署で取

得できる



【誓約書・管理者用その２】

※ 定められた様式はないが、警察署で作成したものが上記様式であり警察署で取

得できる



【密接な関係を有する法人】

「事業に大きく影響を与えるような関係にある親会社や議決権の過半数を所有している会社

など、法人の誓約書に書かれている法人がある場合は、記載


